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(57)【要約】
【課題】調達分析システムを提供する。
【解決手段】調達分析システムは、調達データを受信す
るためにネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースと
インターフェース接続するネットワーク・インターフェ
ースと、調達データから判断されたモデル構築データ・
セットを記憶するデータ・ストレージ・デバイスとを含
むとよい。調達分析システムは、モデル生成モジュール
および調達リスク分析モジュールをさらに含む。モデル
生成モジュールは、モデル構築データ・セットから調達
スコアリング・モデルを判断するとよく、調達リスク分
析モジュールは、調達に対する入札を検査する評価容量
を判断し、調達スコアリング・モデルおよび評価容量に
基づき調達に対する入札を評価して、評価された入札に
関連する高リスク調達を特定するとよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調達データを受信するために、ネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースとインター
フェース接続するネットワーク・インターフェースと、
　前記調達データから判断されたモデル構築データ・セットを記憶するデータ・ストレー
ジ・デバイスと、
　プロセッサによって実行され、前記モデル構築データ・セットから調達スコアリング・
モデルを判断し、前記データ・ストレージに前記調達スコアリング・モデルを記憶する、
モデル生成モジュールであって、
　　前記調達スコアリング・モデルは、価格リスク・スコアリング・モデル、サプライヤ
・リスク・スコアリング・モデル、および品目リスク・スコアリング・モデルを含み、前
記調達リスク分析モジュールは、各調達スコアリング・モデルに関連するスコアのスコア
リング・スケールを判断し、高リスク調達を特定する閾値を各スケールに関して判断し、
前記スコアリング・スケールおよび前記閾値は、前記スコアリング・モデルそれぞれに関
して同じである、前記モデル生成モジュールと、
　前記プロセッサによって実行される調達リスク分析モジュールであって、調達に対する
入札を検査する評価容量を判断し、前記調達スコアリング・モデルおよび前記評価容量に
基づき前記調達に対する入札を評価して、前記評価された入札に関連する高リスク調達を
特定する、前記調達リスク分析モジュールと、
　前記入札の前記評価に基づき、前記入札の価格リスク、サプライヤ・リスク、および品
目リスクの図表を提供するグラフィカル・ユーザ・インターフェースから成るダッシュボ
ードと、
　を含む調達分析システム。
【請求項２】
　前記ダッシュボードは、前記入札の前記評価に基づき前記入札のスコアをグラフで示し
、各入札のリスク・プロファイルを表す追加情報を表示するドリルダウンのために選択可
能な、各入札の情報を示す、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記調達リスク分析モジュールは、前記スコアリング・スケール上にそれぞれある価格
リスク・スコア、サプライヤ・リスク・スコア、および品目リスク・スコアを、それぞれ
前記価格リスク・スコアリング・モデル、前記サプライヤ・リスク・スコアリング・モデ
ル、および前記品目リスク・スコアリング・モデルに基づき、各入札に関して判断するこ
とと、各スコアと前記閾値とを比較して、各入札が高リスク調達に関連するかどうかを判
断することとによって、前記入札を評価するためのものである、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項４】
　前記調達リスク分析モジュールは、各入札のコスト節減を判断することと、前記コスト
節減に基づき前記入札をソートすることと、前記コスト節減に従った前記ソートに基づき
、かつ前記評価容量に基づき、前記入札の総数より少ない、前記入札のサブセットを選択
することと、前記サブセット内で最低のコスト節減を有する入札に、前記閾値と等しい価
格スコアを割り当てることと、前記入札の前記コスト節減の自然対数を判断して前記閾値
で割ることによって、前記サブセット内の各入札のスコア加重を計算することと、前記加
重に基づき、前記サブセット内の残りの各入札の前記価格スコアを判断することとによっ
て、各入札の前記価格スコアを判断するためのものである、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　調達データを受信するために、ネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースとインター
フェース接続するネットワーク・インターフェースと、
　前記調達データから判断されたモデル構築データ・セットを記憶するデータ・ストレー
ジ・デバイスと、
　プロセッサによって実行され、前記モデル構築データ・セットから調達スコアリング・
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モデルを判断し、前記データ・ストレージに前記モデルを記憶する、モデル生成モジュー
ルと、
　前記プロセッサによって実行される調達リスク分析モジュールであって、調達に対する
入札を検査する評価容量を判断し、前記調達スコアリング・モデルおよび前記評価容量に
基づき前記調達に対する入札を評価して、前記評価された入札に関連する高リスク調達を
特定する、前記調達リスク分析モジュールと、
　を含む調達分析システム。
【請求項６】
　前記調達スコアリング・モデルは、価格リスク・スコアリング・モデル、サプライヤ・
リスク・スコアリング・モデル、および品目リスク・スコアリング・モデルを含み、前記
調達リスク分析モジュールは、各調達スコアリング・モデルに関連するスコアのスコアリ
ング・スケールを判断し、高リスク調達を特定する閾値を各スケールに関して判断し、前
記スコアリング・スケールおよび前記閾値は、前記スコアリング・モデルそれぞれに関し
て同じである、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記調達リスク分析モジュールは、前記スコアリング・スケール上にそれぞれある価格
リスク・スコア、サプライヤ・リスク・スコア、および品目リスク・スコアを、それぞれ
前記価格リスク・スコアリング・モデル、前記サプライヤ・リスク・スコアリング・モデ
ル、および前記品目リスク・スコアリング・モデルに基づき、各入札に関して判断し、前
記調達リスク分析モジュールは、各スコアと前記閾値とを比較して、各入札が高リスク調
達に関連するかどうかを判断する、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　調達リスク分析モジュールは、各入札のコスト節減を判断し、前記コスト節減に基づき
前記入札をソートし、前記コスト節減に従った前記ソートに基づき、かつ前記評価容量に
基づき、前記入札の総数より少ない、前記入札のサブセットを選択し、前記サブセット内
で最低のコスト節減を有する入札に、前記閾値と等しい価格スコアを割り当て、前記入札
の前記コスト節減の自然対数を判断して前記閾値で割ることによって、前記サブセット内
の各入札のスコア加重を計算し、前記加重に基づき、前記サブセット内の残りの各入札の
前記価格スコアを判断する、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記調達リスク分析モジュールは、前記サプライヤ・リスク・データ・セットにロジス
ティック回帰を適用して、前記サブセット内の各入札の前記サプライヤ・リスク・スコア
を判断する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　調達リスク分析モジュールは、前記サブセット内の各入札にビジネス・ルールを適用し
て、リスク条件が真であるか、または偽であるかを判断し、真であるリスク条件の数を判
断して所定の値を乗じて、前記サブセット内の各入札の前記品目リスク・スコアを判断す
る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　各入札のリスクのレベルとして最高スコアを示すダッシュボードを含み、前記最高スコ
アが前記閾値を上回れば、前記入札は高リスク入札として特定される、請求項８に記載の
システム。
【請求項１２】
　高リスク調達を特定する方法であって、
　調達データを受信するために、ネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースとインター
フェース接続するステップと、
　前記調達データの少なくとも一部を記憶するために、データ・ストレージ・デバイス内
にデータ構造を作成するステップと、
　前記データ・ストレージ・デバイス内の前記データ構造にモデル構築データ・セットを
記憶するステップであって、前記モデル構築データ・セットは、前記調達データから判断
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される、前記ステップと、
　プロセッサによって、前記モデル構築データ・セットから調達スコアリング・モデルを
判断するステップと、
　調達に対する入札を検査する評価容量を、前記プロセッサによって判断するステップと
、
　前記プロセッサによって、前記調達スコアリング・モデルおよび前記評価容量に基づき
前記調達に対する入札を評価して、前記評価された入札に関連する高リスク調達を特定す
るステップと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　各調達スコアリング・モデルに関連するスコアのスコアリング・スケールを判断するス
テップと、
　高リスク調達を特定する閾値を各スケールに関して判断するステップであって、前記ス
コアリング・スケールおよび前記閾値は、各調達スコアリング・モデルに関して同じであ
る、前記ステップと、
　を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記閾値の判断は、前記評価容量に基づき前記閾値を判断するステップを含む、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記入札の評価は、
　前記スコアリング・スケール上にそれぞれある価格リスク・スコア、サプライヤ・リス
ク・スコア、および品目リスク・スコアを、それぞれ前記価格リスク・スコアリング・モ
デル、前記サプライヤ・リスク・スコアリング・モデル、および前記品目リスク・スコア
リング・モデルに基づき、各入札に関して判断するステップと、
　各スコアと前記閾値とを比較して、各入札が高リスク調達に関連するかどうかを判断す
るステップと、
　を含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　各入札の前記価格スコアの判断は、
　各入札のコスト節減を判断するステップと、
　前記コスト節減に基づき前記入札をソートするステップと、
　前記コスト節減に従った前記ソートに基づき、かつ前記評価容量に基づき、前記入札の
総数より少ない、前記入札のサブセットを選択するステップと、
　前記サブセット内で最低のコスト節減を有する入札に、前記閾値と等しい価格スコアを
割り当てるステップと、
　前記入札の前記コスト節減の自然対数を判断して前記閾値で割ることによって、前記サ
ブセット内の各入札のスコア加重を計算するステップと、
　前記加重に基づき、前記サブセット内の残りの各入札の前記価格スコアを判断するステ
ップと、
　を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　各入札の前記サプライヤ・リスク・スコアの判断は、
　前記サプライヤ・リスク・データ・セットにロジスティック回帰を適用して、前記サブ
セット内の各入札の前記サプライヤ・リスク・スコアを判断するステップ
　を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　各入札の前記品目リスク・スコアの判断は、
　前記サブセット内の各入札にビジネス・ルールを適用して、リスク条件が真であるか、
または偽であるかを判断するステップと、
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　真であるリスク条件の数を判断して所定の値を乗じて、前記サブセット内の各入札の前
記品目リスク・スコアを判断するステップと、
　を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　各入札に関して前記スコアのうちの最高スコアを判断するステップと、
　前記最高スコアを、前記入札のリスクのレベルとして、ユーザ・インターフェースを介
して示すステップであって、前記最高スコアが前記閾値を上回れば、前記入札を高リスク
入札として特定する、前記ステップと、
　を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　　ユーザ・インターフェースを介して前記スコアを示すステップであって、各スコアは
、各スコアに関する情報を特定するドリルダウンのために選択可能である、前記ステップ
　をさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、調達分析システムに関する。特に、本開示は、調達データを受信するために
ネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースとインターフェース接続するネットワーク・
インターフェースと、調達データから判断されたモデル構築データ・セット（ｍｏｄｅｌ
　ｂｕｉｌｄｉｎｇ　ｄａｔａ　ｓｅｔ）を記憶するデータ・ストレージ・デバイスとを
含むとよい調達分析システムに関する。
【０００２】
優先権
　本特許出願は、２０１１年６月８日に提出された、米国特許仮出願第６１／４９４，８
３９号の優先権を主張するものであり、その内容全体を参照によって引用したものとする
。
【背景技術】
【０００３】
　従来、政府および産業界が大きな関心を持ってきた一分野が、高リスク調達の特定であ
る。高リスク調達の例としては、ドライバー１つ毎に１５０．００ドルなど、一品目毎に
高い金額を、こうした品目がこのコストのごく一部で容易に購入可能であると考えられる
のに支払うことが考えられる。
【０００４】
　高リスク調達は、外部調査の可能性が高く、詐欺、浪費、および不正利用のリスクを表
す可能性がある。従来、高リスク調達は、否定的な評判をもたらし、指導部の時間および
市民の税金を大量に消費する調査につながってきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　調達は、各調達のドル値（ｄｏｌｌａｒ　ｖａｌｕｅ）に基づき監視され得る。この種
類の監視は、日々発注するべき調達が多数、調達プロセスを通過する調達環境では、合理
的であった。しかし、大規模な外部調査につながり、それに対処するために指導部の時間
を大量に消費した過去の調達について考えると、こうした調達行動のすべてが高ドル値モ
デルに一致したとは限らない。例えば、調達後のアカウンタビリティの監査により、製氷
皿の２０ドルの調達が明らかになるかもしれない。２０ドルという値は高い金額ではない
ため、調達が発生したときに、通常の監視プロセスによってはフラグを立てられないこと
もある。多数の調達がある環境では、こうした種類の高リスク調達は膨大である可能性が
あり、著しい量の不要出費につながることもある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　実施形態によれば、調達分析システムは、調達データを受信するためにネットワーク上
で１つ以上のデータ・ソースとインターフェース接続するネットワーク・インターフェー
スを含むとよい。システムは、調達データから判断されたモデル構築データ・セットを記
憶するデータ・ストレージ・デバイスと、プロセッサによって実行されるとよく、モデル
構築データ・セットから調達スコアリング・モデルを判断し、データ・ストレージに調達
スコアリング・モデルを記憶する、モデル生成モジュール（ｍｏｄｅｌ　ｇｅｎｅｒａｔ
ｏｒ　ｍｏｄｕｌｅ）とを含むとよい。調達スコアリング・モデルは、価格リスク・スコ
アリング・モデル、サプライヤ・リスク・スコアリング・モデル、および品目リスク・ス
コアリング・モデルを含むとよく、調達リスク分析モジュール（ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｉｓｋ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｍｏｄｕｌｅ）は、各調達スコアリング・モデルに関連
するスコアのスコアリング・スケールを判断して、高リスク調達を特定する閾値を各スケ
ールに関して判断するとよい。スコアリング・スケールおよび閾値は、各スコアリング・
モデルに関して同じであってもよい。
【０００７】
　システムはさらに、プロセッサによって実行されるとよく、調達に対する入札を検査す
る（ｒｅｖｉｅｗ）評価容量を判断し、調達スコアリング・モデルおよび評価容量に基づ
き調達に対する入札を評価して、評価された入札に関連する高リスク調達を特定する、調
達リスク分析モジュールを含むとよい。システムは、入札の評価に基づき、入札の価格リ
スク、サプライヤ・リスク、および品目リスクの図表を提供するグラフィカル・ユーザ・
インターフェースから成るダッシュボードを含むとよい。
【０００８】
　別の実施形態では、調達分析システムは、調達データを受信するために、ネットワーク
上で１つ以上のデータ・ソースとインターフェース接続するネットワーク・インターフェ
ースと、調達データから判断されたモデル構築データ・セットを記憶するデータ・ストレ
ージ・デバイスと、モデル構築データ・セットから調達スコアリング・モデルを判断し、
データ・ストレージにモデルを記憶する、モデル生成モジュールとを含むとよい。システ
ムはさらに、調達に対する入札を検査する評価容量を判断し、調達スコアリング・モデル
および評価容量に基づき調達に対する入札を評価して、評価された入札に関連する高リス
ク調達を特定する、調達リスク分析モジュールを含むとよい。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、高リスク調達を特定する方法は、調達データを受信するため
に、ネットワーク上で１つ以上のデータ・ソースとインターフェース接続するステップと
、調達データの少なくとも一部を記憶するために、データ・ストレージ・デバイス内にデ
ータ構造を作成するステップと、データ・ストレージ・デバイス内のデータ構造にモデル
構築データ・セットを記憶するステップであって、モデル構築データ・セットは、調達デ
ータから判断される、ステップと、モデル構築データ・セットから調達スコアリング・モ
デルを判断するステップと、調達に対する入札を検査する評価容量を判断するステップと
、調達スコアリング・モデルおよび評価容量に基づき、調達に対する入札を評価して、評
価された入札に関連する高リスク調達を特定するステップとを含むとよい。
【００１０】
方法のステップのうちの１つ以上は、プロセッサによって実行され得る。ステップは、コ
ンピュータ可読媒体上に記憶されてステップの実行のためにプロセッサによって実行可能
な、機械可読命令として具現化されてもよい。
【００１１】
　以下の図面を参照して、実施形態について下記の説明において詳しく記載する。実施形
態は、添付の図面に示されている例によって例示される。図面では、同じ参照番号は類似
の構成要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態によるシステムを図示する。
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【図２】高リスク調達解析およびスコアリング・システムのシステム・アーキテクチャを
図示する。
【図３】高リスク調達解析およびスコアリング・システムのプラットフォームとされ得る
コンピュータ・システムを示す。
【図４】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたはその他のシステムによっ
て実行されるとよい方法のフローチャートを図示する。
【図５】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたはその他のシステムによっ
て実行されるとよい方法のフローチャートを図示する。
【図６】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたはその他のシステムによっ
て実行されるとよい方法のフローチャートを図示する。
【図７】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたはその他のシステムによっ
て実行されるとよい方法のフローチャートを図示する。
【図８Ａ】スコアリング・スケール上の価格リスク・スコアの例を示す。
【図８Ｂ】スコアリング・スケール上のサプライヤ・リスク・スコアの例を示す。
【図８Ｃ】スコアリング・スケール上の品目リスク・スコアの例を示す。
【図９】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによって生
成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１０】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによって
生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１１Ａ】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによっ
て生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１１Ｂ】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによっ
て生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１２Ａ】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによっ
て生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１２Ｂ】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによっ
て生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【図１３】高リスク調達解析およびスコアリング・システムまたは他のシステムによって
生成され得るスクリーンショットの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　簡潔さおよび説明のために、実施形態の原理について、その例を主に参照して記載する
。以下の説明では、実施形態の完全な理解をもたらすために特定の詳細事項が多数記載さ
れる。しかし、当業者であれば当然のことながら、実施形態は、こうした特定の詳細事項
に制限されることなく実践可能である。いくつかの例では、実施形態を不必要に曖昧にし
ないよう、周知の方法および構造は詳しく記載されていない。
【００１４】
　実施形態によれば、高リスク調達の特徴を特定し、高リスク調達の特徴に関係する相対
リスクを捕捉するスコアリング・モデルを形成するために、データ・マイニングおよびモ
デリングを含む高度な分析技術が使用される。各調達の点を付けるスコアリング・モデル
を生成するために、特徴およびそれらの関係が定量化される。高リスク調達は、特定の基
準を満たす特徴を有する調達である。基準は、詐欺、不正利用、または一般的なエラーの
特定に関係するとよい。調達は、１つ以上の物品またはサービスが含まれ得る品目の取得
である。典型的な調達プロセスは、サプライヤから、品目を供給するための入札を受理す
ること、および品目を調達するために１つ以上の入札を選択することを含む。調達プロセ
スは、調達される品目および調達に対する任意の制約の説明を提供する、入札または提案
の要求を公示することを含み得る。実施形態によれば、システムは、スコアリング・モデ
ルにより入札を評価して、それらが高リスクであるかどうかを、受諾の前に判断する。
【００１５】
　スコアリング・モデルは、調達システム、最終的には調達の専門家および指導部のワー
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クフローに、組み込まれること（またはそれとともに使用されること）が可能である。結
果として、調達プロセスを介して物品またはサービスを取得する事業体は、調達プロセス
の早い時期の、積極的に対処する時間がまだある間に、高リスク調達への可視性を得るこ
とができる。これは、調達要求のリスク・エクスポージャーを緩和する。さらに、調達要
求のリスクは、メトリクスとして追跡されてもよい。各調達に関して、他のメトリクスも
捕捉されてもよい。
【００１６】
　調達プロセスを見直している事業体にとって、本願明細書に記載される実施形態のリス
ク削減の取り組みは、リスクを削減するためにとられる明らかなステップとなり、メトリ
クスの利用可能性は、リスクの生じているリスク部分に（例えばサプライ・チェーンによ
って）経営管理者が対処する機会をもたらす。さらに、高リスク調達に関するメトリクス
を追跡することによって、傾向の経時的な追跡および評価をして、高リスク調達を削減す
るためのポリシー、システム、または職員の取り組みが所望の成果を生み出しているか否
かを判断することができる。
【００１７】
　図１は、実施形態によるシステム１００を図示する。システム１００は、高リスク調達
解析およびスコアリング・システム１０２にデータを提供する、調達システム１０１およ
びデータ・ソース１０４を含む。データ・ソース１０４は、外部データ・ソースとして示
されているが、内部のエンタープライズ・アプリケーション、または経時的に調達活動を
記憶し、調達を行う企業もしくは政府によって内部で維持されるデータ・リポジトリなど
、システム１００内部のデータ・ソースも含み得る。システム１０２は、１つ以上のスコ
アリング・モデルを形成し、そのスコアリング・モデルを使用して、「生の（ｌｉｖｅ）
」データから高リスク調達を特定する。可能性のある調達行動のフィードは、スコアリン
グおよび高リスク調達の特定のためにシステム１０２に送られる生のデータを含むとよい
。システム１０２は、調達データを受信するために、インターネットを含み得るネットワ
ーク上でデータ・ソース１０４とインターフェース接続するとよい。調達データは、調達
に関するモデルの生成および入札の評価に使用され得る任意のデータを含む。
【００１８】
　ビジネス・ルール、ロジスティック回帰、およびスコアリング基準が、スコアリング・
モデルを形成するため、および／または調達のスコアリングのために使用され得る。シス
テム１０２の出力は、スコアリング・モデル、高リスク調達を特定する高リスク・ファイ
ル、調達のスコアを特定する調達スコア・ファイル、およびメトリクス１０３を含むとよ
い。調達システム１０１に送られる高リスク・ファイルにおいて特定される高リスク調達
は、調達プロセスの完了まで、調達システム１０１によって使用されるワークフローにお
いて評価され続けるとよい。例えば、高リスクであるとしてフラグを立てられた調達は、
受諾可能か、または却下されるかを判断するために、さらなる分析を行われてもよい。メ
トリクス１０３は、さらなる評価のために、ダッシュボードを介して表示されてもよく、
または調達システム１０１に提供されてもよい。
【００１９】
　さらに、調達スコア・ファイル内のスコアは、良いスコアならびに悪いスコアを含むと
よい。これらのスコアは、最終的に、スコアリング・モデルを作成もしくは更新するため
に使用されてもよく、またはさらなる解析のために使用されてもよい。スコアは、調達に
関係する複数の構成要素から成るとよい。メトリクスは、どこ、およびどの品目が高リス
クであるかを示すとよい。これは、品目／製品ラインによるドリルダウン、契約担当官に
よるドリルダウン、請負業者によるドリルダウンなどを含むとよい。メトリクスは、ユー
ザに対するスコアの日々の報告または定期的な報告に含まれるとよい。メトリクスは、特
定の地理的領域または調達担当官が異常に多数の高リスク調達に関連するかどうかなど、
さらなる分析の正当な理由となる傾向を特定するために使用され得る。
【００２０】
　図２は、高リスク調達解析およびスコアリング・システム１０２のシステム・アーキテ
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クチャ２００を図示する。システム１０２は、一時的でないコンピュータ可読媒体上に記
憶されて１つ以上のプロセッサによって実行されるソフトウェアとして実装されてもよい
。アーキテクチャ２００は、ソフトウェア・アーキテクチャを表現することもできる。
【００２１】
　アーキテクチャ２００は、アプリケーション・サービス統合および通信層２０１と、コ
ア２０２と、１つ以上のストレージ・デバイス上に調達データを記憶するデータ構造を含
むデータ・リポジトリ２０３とを含む。アプリケーション・サービス統合および通信層２
０１は、エンタープライズ・アプリケーションを含み得る、ユーザの内部システム１１０
からのデータ収集をサポートする。内部システム１１０は、データ・ソース１０４の一部
であってもよい。層２０１はさらに、同じくデータ・ソース１０４の一部であってもよい
ユーザ／顧客ポータル１１１および外部システム１１２との安全なアクセスを提供すると
よい。層２０１は、ユーザ／顧客ポータル１１１および外部のサード・パーティ・ポータ
ルおよびシステム２１２をサポートするために、フル機能のウェブ・サービス・ライブラ
リを利用してもよい。概して、層２０１は、種々のシステムおよびウェブ・インターフェ
ースとインターフェース接続するメカニズムを提供する。
【００２２】
　層２０１は、エンタープライズ・リソース、および内部システム２１０内の他のソース
からのデータ収集を提供する。層２０１は、内部システム１１０と通信するためのアプリ
ケーション・プログラム・インターフェース（ＡＰＩ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏ
ｇｒａｍ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を含むとよい。例えば、層２０１は、例えばＡＰＩまた
はその他のインターフェースを介してエンタープライズ・アプリケーションからデータを
受信し、データ・リポジトリ２０３に記憶するためにデータを正規化するとよい。正規化
は、所定のスキーマに従ってフォーマットすることを含み得る。層２０１は、受信したデ
ータを、判断された種類およびフィールドに基づき、データ・リポジトリ２０３内のテー
ブルを含み得るデータ構造のスキーマにマッピングする。続いて、データは、データ・リ
ポジトリ２０３内のテーブルに記憶されるとよい。データ・リポジトリ２０３は、テーブ
ルを使用するデータベースを含むとよい。
【００２３】
　データ・リポジトリ２０３に記憶される情報の一部は、内部または外部とされ得るデー
タ・ソース１０４から集められるとよい調達データを含むとよい。記憶される情報は、調
達データまたはシステム１０２にて受信された他のデータから判断されるとよいモデル構
築データ・セットおよび検証データ・セットを含むとよい。その他に記憶される情報には
、システム１０２によって生成されるモデル、モデルおよび入札評価に関するビジネス・
ルール、評価容量、調達を表す情報（例えば、調達される品目および入札に関する制約）
、および受けた入札からの情報が含まれ得る。
【００２４】
　コア２０２は、システム１０２の機能を実行する。コア２０２は、モデル構築および入
札評価のプロセスを含む、以下で詳しく記載される方法を実行するとよい。
【００２５】
　コア２０２は、特徴識別モジュール（ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｉｄｅｎｔｉ
ｆｉｅｒ　ｍｏｄｕｌｅ）２１１、モデル生成モジュール２１２、調達リスク分析モジュ
ール２１３、およびダッシュボード２１４を含むとよい。特徴識別モジュール２１１は、
高リスク調達の特徴を特定する。ニューラル・ネットワークなどの機械学習が、特徴の特
定に使用されてもよい。特徴には、コスト、量、業種固有の特徴などに関係する変数を含
むモデルを生成するための、変数が含まれてもよい。
【００２６】
　特徴は、品目にいくらのコストがかかるべきかに関する情報を含む「適正コスト（ｓｈ
ｏｕｌｄ　ｃｏｓｔ）」データ・テーブルを含むとよい。「適正コスト」テーブルは、類
似の品目にいくらコストがかかるか（例えば、「低コスト」から、中間コスト、および「
高コスト」の範囲で）についての情報を含むとよい。この情報は、他の調達組織を含んで
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もよいデータ・ソース１０４から、または全世界の戦略的部品調達を行う組織から収集さ
れてもよい。これらのコストは、何かを買う場所に基づきコストが異なることを認識して
、特定の地理的位置に関係してもよい。コストは、業種またはその他のカテゴリにより異
なることもある。調達行動からのデータの名称と、適正コスト・テーブルからの名称とが
一致する比較は、高リスクの候補と見なされてもよい。
【００２７】
　比較のもう１つの特徴は、調達に入札している企業に関する、企業の位置および生産情
報であってもよい。米国（Ｕ．Ｓ．：Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ）政府が品目を調達す
る一例では、企業データは、「バイアメリカン法」の決議に関連し得るであろう。例えば
、企業が米国に主要な生産施設を有しなければ、その企業は、仕事を米国企業に下請けに
出すか、または生産を米国内の施設に移さなければならない可能性が高いであろう。ルー
ルで規定されている基準を満たす特徴を企業が有し得るかどうかを判断するために、他の
調達ルールが特定されてもよい。
【００２８】
　無法なパートナー企業を有するか、または利害の対立もしくはその他の侵害の可能性を
表す企業と「密接な関連」を有する企業を特定するために、ネットワーク分析を使用する
ことができると考えられる。例えば、ネットワーク分析は、海外腐敗行為防止法に違反（
贈賄または汚職）したことがある企業または模倣品の提供により告発されたことがある企
業を特定するために使用されてもよい。ネットワーク分析は、外部の提供者または内部シ
ステムによって実行されるとよい。
【００２９】
　以前の入札および入札ルールも、要素として組み込まれることが可能である。例えば、
２０，０００ドル以上の購買に関して２つ以上の入札を受けていなければ、その調達を、
当初のバイヤーであった個人以外の誰かによる手動の検査が必要な「高リスク」調達とし
て特定することを示すルールが、システム１０２に組み入れられることが可能である。以
前の入札は、調達に関して妥当と思われるドル値のもう１つの範囲を示すために使用可能
である。
【００３０】
　以前に特定された「高リスク」調達の検査によって、高リスク調達を特定するためのル
ールとして利用可能な、潜在的なルール・ベース構造の「領域」がもたらされる。「機械
学習」またはデータベース・マイニング・アクティビティでは、これらは通常、決定木に
基づく手法において適用される。これらのルールは、例えば上述の特徴のうちの１つ以上
を使用して、特徴識別モジュール２１１によって形成される。ルールは、システム１０１
または別のデータ・ソースから受信されるとよいモデル構築データ・セットに基づいて形
成され、続いて検証データ・セットに基づき試験されるとよい。スコアリング・モデルは
、このルールに基づき生成されるとよく、調達リスク分析モジュール２１３が、スコアリ
ング・モデルを使用して調達のスコアを付け、高リスク調達を特定する。
【００３１】
　モデル生成モジュール２１２が、スコアリング・モデルを生成する。スコアリング・モ
デルは、種々のリスク・エリアに関して生成され得る。モデルは、ロジスティック回帰、
ビジネス・ルール、またはその他、変数に基づくモデル構築技術を使用して生成され得る
。変数に関する情報は、データ・ソース１０４から受信されるとよい。使用の一例では、
ロジスティック回帰がプロセッサによって実行され、多変数モデルが構築される。例えば
、複数の予測変数、すなわち共変数が選択され、変数を使用してモデルが生成される。あ
る変数が除去されて、モデルの再適合が行われ、新たなモデルが古いモデルと異なるかど
うかが判断される。そうであれば、変数は重要と見なされ、保持される。モデルの変数が
判断されるまで、このプロセスが繰り返される。モデルの例は、以下にさらに記載される
。
【００３２】
　ダッシュボード２１４は、入札評価に関係する情報を示すとよい。例えば、調達リスク
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分析モジュール２１３が、スコアリング・モデルに基づき、調達に対して受けた入札を評
価する。評価結果および高リスク入札の特定が、ダッシュボード２１４を介して示される
とよい。ダッシュボード２１４は、コンピュータの画面上に示されるグラフィカル・ユー
ザ・インターフェースを含むとよい。コンピュータの画面は、以下に記載されているコン
ピュータ・システム３００内の入出力デバイスとして提供されるディスプレイであっても
よい。ダッシュボード２１４は、入札の評価に基づく、入札の価格リスク、サプライヤ・
リスク、および品目リスクの図解を提供するとよい。さらに、ダッシュボード２１４は、
入札のスコアをグラフで示し、各入札のリスク・プロファイルを表す追加情報を表示する
ドリルダウンのために選択可能な、各入札の情報を示す。
【００３３】
　図３は、システム１０２を実装するために使用され得るコンピュータ・システム３００
を図示する。当然のことながら、コンピュータ・システム３００の図は、一般化された図
であり、コンピュータ・システム３００は、追加のコンポーネントを含んでもよく、記載
されているコンポーネントの一部は、除去および／または変更されてもよい。さらに、シ
ステム１０２は、クラウド・コンピュータ・システムなどの分散コンピューティング・シ
ステムにおいて実装されてもよい。例えば、コンピュータ・システム３００は、システム
１０２を実行するサーバを表現してもよく、またはコンピュータ・システム３００は、シ
ステム１０２の機能を実行する複数の分散サーバのうちの１つを含んでもよい。
【００３４】
　コンピュータ・システム３００は、中央処理ユニット、ＡＳＩＣ、または他の種類の処
理回路などのプロセッサ（単数または複数）３０１と、ディスプレイ、マウスキーボード
などの入出力デバイス３０２と、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ワイヤレス８０２．１１ｘ　ＬＡＮ、３Ｇもしくは４Ｇ
モバイルＷＡＮ、もしくはＷｉＭａｘ　ＷＡＮ、またはその他の種類のネットワークに接
続するための１つ以上のインターフェースなどのネットワーク・インターフェース３０３
と、コンピュータ可読媒体３０４とを含む。これらのコンポーネントはそれぞれ、動作可
能なようにバス３０８に結合されているとよい。コンピュータ可読媒体３０４は、実行の
ために命令をプロセッサ（単数または複数）３０１に提供することに関与する任意の適切
な媒体としてよい。例えば、コンピュータ可読媒体３０４は、磁気ディスクもしくはソリ
ッドステート不揮発性メモリなど、一時的でないもしくは不揮発性の媒体、またはＲＡＭ
などの揮発性媒体としてよい。コンピュータ可読媒体３０４上に記憶される命令は、方法
およびシステム１０２の機能を実行するために、プロセッサ（単数または複数）３０１に
よって実行される機械可読命令を含むとよい。
【００３５】
　コンピュータ可読媒体３０４は、ＭＡＣ　ＯＳ（登録商標）、ＭＳ　ＷＩＮＤＯＷＳ（
登録商標）、ＵＮＩＸ、またはＬＩＮＵＸ（登録商標）などのオペレーティング・システ
ム３０５、およびコア２０２内に示されているものなどのシステム１０２のモジュールを
含む１つ以上のアプリケーションを記憶するとよい。オペレーティング・システム３０５
は、マルチユーザ、マルチプロセッシング、マルチタスキング、マルチスレッディング、
リアルタイムなどとしてよい。
【００３６】
　コンピュータ・システム３００は、不揮発性データ・ストレージを含むとよいデータ・
ストレージ３０７を含むとよい。データ・ストレージ３０７は、システム１０２によって
使用される任意のデータを記憶する。データ・ストレージ３０７が、図２に示されている
データ・リポジトリ２０３に使用されてもよく、またはコンピュータ・システム３００は
、データ・リポジトリ２０３をホストするデータベース・サーバ（図示せず）に接続され
てもよい。
【００３７】
　ネットワーク・インターフェース３０３は、コンピュータ・システム３００を内部シス
テム１１０に、例えばＬＡＮを介して接続する。エンド・ユーザ・デバイス３１０および
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介してコンピュータ・システム３００に接続してもよい。さらに、ネットワーク・インタ
ーフェース３０３は、コンピュータ・システム３００をインターネットに接続してもよい
。例えば、コンピュータ・システム３００は、ネットワーク・インターフェース３０３お
よびインターネットを介して顧客ポータル１１１および外部システム１１２に接続しても
よい。
【００３８】
　図４は、高リスクである可能性が高い調達を特定する実施形態による方法４００を図示
する。方法は、以前の高リスク調達から得られた過去の情報を組み込むことを含み、この
情報を、進行中の調達の候補を評価する（例えば、準リアルタイム環境で）ために使用可
能なスコアリング・モデルに変換する。方法４００ならびに本願明細書に記載されている
他の方法および機能は、例として、図１および２に示されているシステム１０２によって
実行されるとよい。方法は、他のシステムにおいて実行されてもよい。
【００３９】
　４０１において、以前の高リスク調達のデータが特定される。これらの調達の特定は、
コンピュータ・システムを介して、および／または専門家の分析を使用して実行される監
査を介して行われるとよい。それらの調達の特定の特徴は、調達行動の期間とともにデー
タベースに記憶される。これらの特徴は、調達が高リスクであるかどうかを判断するため
にスコアリング・モデルにおいて使用される変数であってもよい。変数は、調達品目の価
格、品目のサプライヤ、品目などに関係するとよい。
【００４０】
　４０２において、モデル構築データ・セットおよび検証データ・セットが、特定された
高リスク調達を含む調達履歴データから判断される。モデルの形成および確認を可能にす
るために、調達データのかなりの割合が、両方の種類のデータ・セット内にあるとよい。
スコアリング・モデルを作成するためのデータ・マイニング技術は、問題のあった（高リ
スク）調達も、問題のなかったものも、両方使用するとよい。データ・セットのデータの
収集は、このステップの間に生じる。
【００４１】
　４０３において、スコアリング・モデルが、モデル構築データ・セットから作成される
。スコアリング・モデルを生成するために、高度な解析が実行される。例えば、ロジステ
ィック回帰、ニューラル・ネットワーク、決定木、「データ・マイニング」回帰、勾配ブ
ースティング、ブートストラップ、およびアンサンブル（個々のモデルからの予測を結合
する方法）が、スコアリング・モデルを構築するために使用される技術である。解析は、
もっとも大きい予測力を有する特徴を特定し、それらを、所与の調達が高リスクであると
考えられる確率を生成する予測モデルに組み込む。
【００４２】
　例えば、高リスク調達が特定されたことのより高い確率を示し得る１つの要因は、市販
の価格／名称関係の範囲を上回る調達価格／名称関係を含む。この要因は、組織の調達シ
ステムからのデータを、商業部品調達の価格設定／名称テーブルからのデータと結合する
ことによって構築されるとよい。
【００４３】
　以下の表１は、データがどのように比較され得るかを示す。この比較から収集されるデ
ータは、高リスク特定プロセスにおいて考慮される要因である指標値（例えば、調達／適
正コスト高値）を作成することができるであろう。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　この、要因のデータは、高リスク調達を特定するために使用されるスコアリング・モデ
ルを構築するための高度な分析プロセスにおいて使用される。それが完了すると、続いて
、高リスク調達の予測がどの程度の感度に選択されるかに基づいて、選ばれた１つまたは
複数のモデルを調節可能である。感度がより高いモデルは、本当に高リスクであるものを
表さないかもしれないもの（誤検出）を含め、より多くの調達を高リスクとして示すとよ
い。感度がより低いモデルでは、高リスクとして特定される調達がより少ないが、そのた
め、真の高リスク調達が特定されない確率がより高くなる。ソフトウェア・ツールは、ユ
ーザ／モデル・ビルダが、モデルの感度をどの程度高くするかを特定することを可能にす
る。
【００４６】
　リスクの種々のエリアに適応するために、複数のスコアリング・モデルが４０３におい
て生成されるとよい。例えば、価格リスク・スコアリング・モデル、サプライヤ・リスク
・スコアリング・モデル、および品目リスク・スコアリング・モデルが、それぞれ価格リ
スク・データ・セット、サプライヤ・リスク・データ・セット、および品目リスク・デー
タ・セットから生成されるとよい。各データ・セットは、その特定のリスク・エリアに関
連する情報を含む。データは、各リスク・エリアの変数に関連する情報を含むとよい。さ
らに、各モデルが、別々のモデル構築技術を使用して生成されてもよい。なお、各モデル
は、以下にさらに記載されているように、高リスク調達を特定するために、同じスコアリ
ング・スケールおよび同じスコアリング閾値を使用してもよい。
【００４７】
　価格リスク・スコアリング・モデルは、高額な入札または著しく安値の入札を特定する
ために使用され得る。著しく安値の入札は、サプライヤが模倣品を使用していることを示
すこともあるため、高リスクと見なされるとよい。価格リスク・スコアリング・モデルは
、調達される物品またはサービスに関する最近１２ヶ月以上の価格履歴データから成って
もよい。リスク・モデルはさらに、経済情勢に適応するための変数を含んでもよい。例え
ば、変数は、消費者物価指数（ＣＰＩ：ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｐｒｉｃｅ　ｉｎｄｅｘ）、
商品の生産者物価指数（ＰＰＩ：ｐｒｏｄｕｃｅｒ　ｐｒｉｃｅ　ｉｎｄｅｘ）、業種の
ＰＰＩ、およびインフレまたはその他の経済情勢を考慮するとよい他の変数を含んでもよ
い。価格リスク・スコアリング・モデルは、調達される品目の「適正コスト」の金額を特
定する。
【００４８】
　価格リスク・スコアリング・モデルの変数を選択するために、特定の要因が使用され得
る。例えば、調達される品目にもっとも関連があるインフレ変数を選択するために、商品
インフレ係数データ・ソースが評価されてもよい。インフレ率は、調達される品目の種類
により大きく異なることもあり、調達される特定の種類の品目に関するインフレ率が選択
されるとよい。地理的位置および輸送費が、価格またはコストを調節するために使用され
得る他の変数の例である。
【００４９】
　サプライヤ・リスク・モデルは、調達される品目の高リスク・サプライヤを特定するた
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めに使用される変数を含む。変数は、調達される品目の種類により異なってもよく、変数
は、地理的位置、倒産指標、法的地位（例えば、法人、合名会社、個人事業主など）、開
業年、従業員数、品目の供給に関する過去の調達履歴などを含み得る。一例では、評価さ
れるサプライヤに対する各変数の関連性、ならびに変数間の多重共線性のレベルを判断す
るために、クラスター分析が実行される。いくつかのモデル反復によって、多重共線性が
最小限であるだけでなく、どのサプライヤが高リスクであるか正確に区別することもでき
る変数のセットが選択される。サプライヤ・リスク・モデルに基づき高リスクである確率
が高いサプライヤを特定するために、ロジスティック回帰が使用されてもよい。
【００５０】
　品目リスク・モデルは、調達に関してサプライヤによって供給され得る高リスク品目を
特定するために使用される変数を含む。品目リスク・スコアリング・モデルは、調達に関
してサプライヤによって供給される品目に基づき、高リスクである入札を特定するために
使用されるとよい。例えば、サプライヤによって供給される品目が、偽造品である確率が
高いと推定されると、入札は高リスクと見なされるとよい。品目リスク・モデルにおいて
使用され得る変数のいくつかの例は、供給される品目の量を特定する入札における単位の
共通性、品目の種類（例えば、マイクロプロセッサはファスナーよりも高リスクと見なさ
れてもよい）、品目の製造の地理的位置、品目の用途（例えば、軍事対民間）、品目の提
供に関する過去のサプライヤ履歴などを含むとよい。
【００５１】
　４０４において、精度を確認するためにモデルを使用して検証データ・セットを評価す
ることによって、スコアリング・モデルが検証されるとよい。検証はさらに、モデルが実
行されることになる調達のより大きな母集団において発見されると考えられるよりも、あ
る変数にモデルが重点を置く状態である、モデルの過剰適合を防ぐとよい。このステップ
を行うことによって、モデリング環境の外で高リスク調達を特定するモデルの真の有効性
に関して、事業体は確信を得ることができる。このステップは、試験または検証ステップ
と呼ばれることもある。
【００５２】
　４０５において、高リスク調達を特定するために、スコアリング・モデルが調達プロセ
スに組み込まれる。例えば、スコアリング・モデルは、調達の自動化された日々の検査に
組み込まれるとよい。例えば、スコアリング・モデルは、高リスクの入札を評価するため
に使用され、調達システムを使用する個人に、高リスク入札の警告を生成する。この検査
は、高リスク調達のより高いレベルの監視および検査を行い、それらの調達の数／ドル値
をメトリクスの観点から追跡するために使用されるとよい。
【００５３】
　入札は、高リスク調達を特定するために、価格リスク・スコアリング・モデル、サプラ
イヤ・リスク・スコアリング・モデル、および品目リスク・スコアリング・モデルを使用
して評価されるとよい。さらに、モデルを使用して入札を評価するとき、評価容量が考慮
されてもよい。評価容量は、所定の期間内に検査可能な入札の数である。評価容量は、物
品またはサービスを含み得る１つ以上の品目を調達するために１つ以上の入札を選択する
責任がある個人の作業量に基づいてもよい。評価容量は、ユーザによって入力されても、
または他の形で判断されてもよい。評価容量は、検査される入札の総数を削減するために
使用されてもよい。例えば、受けた入札の総数よりも少ない評価容量に基づき、入札のサ
ブセットが判断される。
【００５４】
　入札の評価は、モデルおよび評価容量および各入札に関連する情報に基づき各入札に関
して価格リスク・スコア、サプライヤ・リスク・スコア、および品目リスク・スコアを判
断することを含んでもよい。同じスコアリング・スケール（例えば０～１０００）が、各
種類のスコアに使用されてもよい。さらに、スコアリング・スケールにおける同じ閾値が
、入札を高リスクとして特定してもよい。例えば、閾値が８００であれば、８００以上で
ある入札の価格リスク・スコア、サプライヤ・リスク・スコア、および／または品目リス
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ク・スコアが、入札が高リスクであると示し得る。同じスコアリング・スケールおよびス
コアリング閾値が各リスク・エリアに使用されれば、どの入札が高リスクであるかを迅速
に特定することが、ユーザにとってより容易になる。入札評価については、後述される方
法に関してさらに記載する。
【００５５】
　図５は、価格リスク・スコアリング・モデルに従って入札を評価する方法５００を図示
する。価格リスク・スコアリング・モデルは、価格に基づき、高リスクの入札を特定する
。高リスク価格は、受諾された場合、物品またはサービスに対する過払いを表すこともあ
る。著しく安値の入札も高リスクと見なされてもよい。例えば、平均価格の３分の１の入
札は、サプライヤが模倣品を使用していることを示し得る。
【００５６】
　５０１において、価格リスク・スコアリング・モデルが、調達される品目の「適正コス
ト」価格を判断するために使用される。「適正コスト」価格は、品目もしくは関係のある
品目の価格履歴データまたはその他の変数に基づき、調達される品目にいくら支払われる
べきかの推定を表現する。
【００５７】
　一例では、品目の「適正コスト」価格を判断するために、平均品目価格が、品目の価格
履歴データから判断され、指標（例えば商品および／または業種のＣＰＩ、ＰＰＩ）また
は価格リスク・スコアリング・モデル内の他の変数を使用してインフレまたはその他の経
済情勢に適応させられてもよい。
【００５８】
　５０２において、評価容量が判断される。評価容量は、ユーザによって入力されて、図
２に示されているデータ・ストレージ２１０内に記憶されるとよい。評価容量は、データ
・ストレージ２１０から読み出されるとよい。
【００５９】
　５０３において、各入札に関してコスト節減が判断される。コスト節減は、５０１にお
いて判断された「適正コスト」と、品目調達のための入札において指定された価格との差
に基づくとよい。価格が品目毎であり、複数の品目が調達される場合、この差に、調達さ
れる品目の数を乗じるとよい。
【００６０】
　５０４において、入札が、例えば最高コスト節減から最小コスト節減へ、コスト節減の
順にソートされる。５０５において、最高コスト節減を有する入札のサブセットが選択さ
れる。サブセット内の入札の数は、評価容量に基づくとよい。例えば、評価容量が２００
であれば、コスト節減がもっとも大きい２００の入札が選択される。
【００６１】
　５０６において、スコアリング・スケール内のスコアリング閾値と等しいスコアが、サ
ブセット内でコスト節減がもっとも低い入札に割り当てられる。例えば、スコアリング閾
値が８００であれば、サブセット内でコスト節減がもっとも低い入札に８００のスコアが
割り当てられる。
【００６２】
　５０７において、スコア加重が計算される。例えば、コスト削減が最低である入札のコ
スト節減の自然対数をとり、続いてそれを例えば８００の閾値で割ることによって、スコ
ア加重が計算される。
【００６３】
　５０８において、サブセット内の各入札に関するコスト節減の自然対数が判断される。
５０９において、入札のスコアを判断するために、各自然対数に加重が適用される。例え
ば、自然対数に、５０７において判断された計算されたスコア加重が乗じられる。
【００６４】
　５１０において、スコアリング・スケールの上限（例えば、０～１０００のスコアリン
グ・スケール上の１０００）を超える任意のスコアが上限に割り当てられ、下限（例えば
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０）を下回る任意のスコアに、スコアの下限が割り当てられる。
【００６５】
　５１１において、各入札のスコアがスコアリング閾値と比較され、入札が高リスクであ
るかどうかが判断される。例えば、入札のスコアが閾値を上回ると、高リスクとしてマー
クされ、例えばダッシュボード２１４を介して通知が生成されてもよく、または入札の評
価者にメッセージが送られてもよい。
【００６６】
　図６は、サプライヤ・リスク・スコアリング・モデルに従って入札を評価する方法６０
０を図示する。サプライヤ・リスク・スコアリング・モデルは、調達される品目のサプラ
イヤに基づき、高リスクである入札を特定するために使用されるとよい。例えば、一部の
サプライヤは、以前の調達行動に基づき「悪質行為者（ｂａｄ　ａｃｔｏｒ）」と見なさ
れてもよい。例えば、サプライヤは、模倣品を提供すると以前に発見されていることもあ
り得、または詐欺で告発もしくは非難された。こうした種類のサプライヤからの入札は、
高リスクと見なされるとよい。
【００６７】
　６０１において、サプライヤ・リスク・スコアリング・モデルが判断される。例えば、
サプライヤ・リスク・モデルは、データ・ストレージ２１０内に記憶されていてもよく、
入札を評価するために読み出されてもよい。サプライヤ・リスク・モデルは、調達される
品目の種類により調節されてもよい。例えば、サプライヤ・リスク・モデルは、変数とし
てサプライヤの地理的位置を含んでもよい。変数は、調達される品目の種類により違う形
で加重されてもよい。
【００６８】
　６０２において、評価容量が判断される。評価容量は、ユーザによって入力されて、図
２に示されているデータ・ストレージ２１０内に記憶されてもよい。評価容量は、データ
・ストレージ２１０から読み出されてもよい。
【００６９】
　６０３において、入札のサブセットが、評価容量に基づき特定される。例えば、サブセ
ットは、方法４００において記載されたコスト節減および評価容量に基づき判断されても
よい。
【００７０】
　６０４において、各入札に関して、サプライヤ・スコアが、サプライヤ・リスク・モデ
ルに基づき判断される。例えば、ロジスティック回帰が適用されて、サプライヤ・リスク
・モデル内の変数と、各入札のサプライヤの特徴とが比較され、スコアリング・スケール
におけるサプライヤ・リスク・スコアが判断される。一例では、ビジネス・ルールが、サ
プライヤ・リスク・スコアを判断するために使用され得る。例えば、サプライヤが、調達
の禁止リストにあると判断されれば、入札には１０００の最大スコアが与えられる。
【００７１】
　６０５において、各入札のサプライヤ・リスク・スコアがスコアリング閾値と比較され
、入札が高リスクであるかどうかが判断される。例えば、入札のサプライヤ・スコアが閾
値を上回ると、入札は高リスクとしてマークされ、例えばダッシュボード２０４を介して
通知が生成されてもよく、または入札の評価者にメッセージが送られてもよい。
【００７２】
　図７は、品目リスク・スコアリング・モデルに従って入札を評価する方法７００を図示
する。品目リスク・スコアリング・モデルは、調達に関してサプライヤによって供給され
る品目に基づき、高リスクである入札を特定するために使用されるとよい。例えば、サプ
ライヤによって供給される品目が、偽造品である確率が高いと推定されると、入札は高リ
スクと見なされるとよい。
【００７３】
　７０１において、品目リスク・スコアリング・モデルが判断される。例えば、品目リス
ク・モデルは、データ・ストレージ２１０内に記憶されていてもよく、入札を評価するた
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めに読み出されてもよい。品目リスク・モデルは、調達される品目の種類により調節され
てもよい。
【００７４】
　７０２において、評価容量が判断される。評価容量は、ユーザによって入力されて、図
２に示されているデータ・ストレージ２１０内に記憶されてもよい。評価容量は、データ
・ストレージ２１０から読み出されてもよい。
【００７５】
　７０３において、入札のサブセットが、評価容量に基づき特定される。例えば、サブセ
ットは、方法４００において記載されたコスト節減および評価容量に基づき判断されても
よい。
【００７６】
　７０４において、各入札に関して真であるいくつかのリスク条件が判断される。例えば
、品目リスク・モデル内の変数は、入札がまれな単位を含むかどうか、入札がマイクロプ
ロセッサの供給に関するかどうか、製造が海外で行われているかどうかなどのリスク条件
を表現してもよい。これらの変数に真である条件を割り当てる例には、入札における単位
がまれであれば「１」を割り当てられること（すなわち、真であるリスク条件）、その他
の場合は「０」を割り当てられることが含まれ得る。品目がマイクロプロセッサであれば
、入札には「１」が割り当てられる。品目が海外で製造されていれば、入札には「１」が
割り当てられる。各入札に関して、真であるリスク条件の総数が判断される。
【００７７】
　７０５において、真であるリスク条件の数に、所定の値が乗じられ、サブセット内の各
入札に関して、スコアリング・スケールにおける品目リスク・スコアが判断される。所定
の値は、使用されるスコアリング・スケールに基づくとよい。
【００７８】
　７０６において、各入札の品目リスク・スコアがスコアリング閾値と比較され、入札が
高リスクであるかどうかが判断される。例えば、入札のサプライヤ・スコアが閾値を上回
ると、高リスクとしてマークされ、例えばダッシュボード２０４を介して通知が生成され
てもよく、または入札の評価者にメッセージが送られてもよい。
【００７９】
　図８Ａ～Ｃは、０～１０００のスコアリング・スケール上の価格リスク・スコア、サプ
ライヤ・リスク・スコア、および品目リスク・スコアの例を示す。図８Ａは、調達に対す
る入札の価格リスク・スコアの度数を示す。図８Ａはさらに、累積度数を表現する曲線を
示す。この例では、閾値は７００であり、この例のすべての入札のうちのわずかな割合の
みが高リスクと見なされる。図７Ｂは、調達に関する入札のサプライヤ・リスク・スコア
の度数を示す。この例では、４％が高リスクと見なされる。図７Ｃは、調達に対する入札
の品目リスク・スコアの度数を示す。６％が５００を超え、さらに小さな割合が７００を
超えている。
【００８０】
　図２に示されているダッシュボード２１４は、システム１０２によって判断されたスコ
アのスクリーンショットを生成するとよい。スクリーンショットの例について、図９～１
３に関して記載する。さらに、スコアに関係する追加の情報を表示するドリルダウンを提
供するために、スコアが選択されてもよい。図９は、架空の企業であるＪａｍｅｓ　Ｂｒ
ｏｔｈｅｒ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ、Ｑｕｉｎｃｙ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ、およ
びＦ＆Ｔ　Ｓａｌｅｓ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅによって提供された入札のスコアを図示
するスクリーンショットの例を示す。スコアは、９６７、８１０、および９３０である。
この例では最高スコアのみが示されているが、価格リスク・スコア、サプライヤ・リスク
・スコア、および品目リスク・スコアなど、各入札に関して複数のスコアが生成されても
よい。図のように、９６７および９３０は、価格リスク・スコアであり、１８０は、サプ
ライヤ・リスク・スコアである。さらに、企業、スコア、またはリスク要因が、追加を得
るためのドリルダウンのためにユーザによって選択されてもよい。
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【００８１】
　図１０は、入札リスク・プロファイルを示すスクリーンショットの例を図示する。価格
リスク・スコア、サプライヤ・リスク・スコア、および品目リスク・スコアが、最大スコ
アとともに、各企業に関して示されている。８００が閾値であれば、最大スコアが閾値を
上回るため、これらの企業すべての入札が高リスクと見なされる。最大スコアのグラフ表
現も、図のように提供されてもよい。図１０はさらに、品目および価格スコアに基づく３
つの入札のスコア概要のグラフ表現を示す。スコア概要のグラフ表現により、ユーザは、
この例では品目および価格スコアに関して、どれが最良の入札であるかを迅速に特定する
ことができる。例えば、Ｊａｍｅｓ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓは、品目および価格に関して最良
のスコアを有するものとして示されている。
【００８２】
　図１１Ａ～Ｂは、価格リスク・ドリルダウンのスクリーンショットの例を示す。図１１
Ａ～Ｂは、同じ画面を示すが、図１１Ｂでは、図１１Ａでは見えない特徴を示すようスク
ロール・ダウンされている。図１２Ａ～Ｂにも同様の形式が使用されている。図１１Ａに
示されているように、各企業のスコアが提供されている。スコアが閾値より上であれば、
それが高リスクであることを示すために、赤に色分けされるか、または別の警告が生成さ
れてもよい。図１１Ａは、時系列履歴、過去の価格の度数、および品目の以前の購入履歴
など、調達される品目の過去の価格データに関係する情報を示す。図１１Ａはさらに、Ｊ
ａｍｅｓ　Ｂｒｏｔｈｅｒ　Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎによって提供されている最低入札
価格と、推奨価格または適正コスト価格との比較を示す。図１１Ｂは、注記および推奨さ
れる行動の例を示す。図１に示されているシステム１０２は、スコアに基づいて、推奨さ
れる行動を判断するとよい。
【００８３】
　図１２Ａ～１２Ｂは、サプライヤ・リスク・ドリルダウンのスクリーンショットの例を
示す。サプライヤ・リスク・モデルにおいて使用された変数の過去の情報が示されている
。さらに、各企業の変数の値も示されている。例えば、変数は、財務ストレス、支払い遅
延、倒産、従業員数、および訴訟対象である。スコアまたはリスクに問題がある可能性が
あるかどうかをユーザが迅速に特定できるように、スコアは色分けされても、またはその
他の種類の印が使用されてもよい。さらに、注記および推奨される行動の例も示されてい
る。
【００８４】
　図１３は、品目リスク・ドリルダウンのスクリーンショットの例を示す。品目リスク・
モデル内の変数を表現するとよい、主要なフラグの例が示されている。主要なフラグは、
その値に問題がないか、または問題があるかを表現するよう色分けされてもよい。例えば
、真であるリスク条件であると判断されている主要なフラグが赤として示され、真である
リスク条件でないと判断されている主要なフラグが緑として示されている。さらに、注記
および推奨される行動の例が示されている。
【００８５】
　例を参照して実施形態について記載してきたが、当業者であれば、請求される実施形態
の範囲から逸脱することなく、記載された実施形態に対し様々な変更を加えることができ
るであろう。
【符号の説明】
【００８６】
　１０１　調達システム
　１０２　高リスク調達解析およびスコアリング・システム
　１０４　データ・ソース
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